
屋外広告物許可件数等について

報告事項２
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平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
令和４年度
(８月末日時点)

新規
件数（件） ５１ ３２ ５０ ４７ ９

手数料（円） 364,300 211,050 283,150 344,400 46,200

更新
件数（件） ７７ ５７ ９６ ９５ ２３

手数料（円） 550,200 340,900 1,175,440 715,750 120,450

変更・改造
件数（件） １４ １８ １７ ２１ ７

手数料（円） 57,050 87,500 69,300 107,450 33,600

合計
件数（件） １４２ １０７ １６３ １６３ ３９

手数料（円） 971,550 639,450 1,527,890 1,167,600 200,250

■屋外広告物許可件数および手数料

屋外広告物の許可件数について

広告板

突き出し広告

アドバルーン

屋上利用広告

壁面利用広告
広告幕

サインポール
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違反広告物撤去活動について

越谷市屋外広告物条例の規定に違反して掲出されている広告物であって、その広告
物が貼り紙・貼り札・広告旗・立看板などの簡易な広告物である場合には、屋外広告
物法の規定により所有者に伝えることなく、撤去することができます。これを「違反
広告物撤去活動」といいます。
現在、越谷市・越谷市違反広告物簡易除却推進員・越谷市屋外広告物対策協議会の

３つの主体により活動しています。

△△社

貼り紙・貼り札 立看板

新築物件
〇〇万円

違反広告物
簡易除却推進員

越谷市

屋外広告物
対策協議会
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越谷市違反広告物簡易除却推進員による撤去活動

越谷市違反広告物簡易除却推進員とは、条例に違反した貼り紙等の除却を自ら行お
うとする者であり、市内に在住、在勤、又は在学する１８歳以上の者で、市が行う講習
を受講し、市長の委嘱を受けた方です。平成１７年度に簡易除却推進員制度が開始され、
開始当初は２団体５４名の登録がありました。

■撤去枚数

■人数及び団体数 （各年4月1日時点）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

人数 ４３ ４０ ３９ ３１ ３２

団体数 ７ ７ ７ ５ ５

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
令和４年度

（８月末日時点）

活動回数 ３４ ２６ １５ １８ １０

貼り紙 ９５６ １,４７６ ６４９ ７３９ ４６６

貼り札 ２，０４８ １,２２２ ９０ ４３ ３２

広告旗 ０ １ ０ ０ ２

立看板 ３ ２０ ０ ０ ２

合計 ３，００７ ２，７１９ ７３９ ７８２ ５０２
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市では、条例に違反して掲出されている貼り紙等の除
却作業を、越谷建設推進協同組合（１０社）、越谷市建
設業協会（１５社）の２５社からなる「越谷市屋外広告
物対策協議会」に委託しており、除却作業を毎月２～３
回実施しています。
また、毎年９月には、市、越谷市屋外広告物対策協議

会、協力企業の東京電力パワーグリッド(株)川口支社、
日本コムシス㈱越谷サービスセンターにより、市内一斉
除却活動を実施しています。

越谷市屋外広告物対策協議会による撤去活動

■撤去枚数

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
令和４年度

（８月末日時点）

活動回数 １３８ １３３ １２８ １３０ ７０

貼り紙 １，３１５ １，０２１ ８８０ ６８５ ２６６

貼り札 ２，１６８ １，７１３ ６１２ ７１９ ２９４

広告旗 ４３ ７ ２４ ３ ０

立看板 １ ２４１ ５ ７ ２

合計 ３，５２７ ２，９８２ １，５２１ １，４１４ ５６２
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違反広告物撤去枚数の推移

枚数／年度
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①屋外広告物対策協議会の活動方法の見直し

○違反広告物が多い地域のパトロール回数を増やすよう調整し、
年間の活動回数を割り振っています。

②違反広告物抑制に係る啓発の実施

○分譲住宅の募集に関する違反広告物が多いことから、
宅建業協会に対し、会員への注意文の配布を依頼しています。
これまで年１回の依頼でしたが、令和３年度から年２回実施
しています。

○違反広告物対策を推進していくためには、市民ボランティアの協力が必要不可欠
であり、市民ボランティアの参加を促していくため、広報紙への募集記事の掲載、
市が主催する協働フェスタのイベントを通じた募集活動等を行っています。

③簡易除却推進員の募集に係る啓発活動の実施

④違反広告物対策の強化

○違反の多い業者については、電話や訪問等による直接指導や、違反広告物への警告
文の貼り付けを行っています。

違反広告物対策の取り組みについて
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